
 
 
 
 
 
 
 
 

群馬県国民健康保険団体連合会 

 

 

 

 介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）について、現在本

県では高崎市のみが実施していますが、平成２８年１月（平成２８年２月請求分）か

ら、新たに太田市・藤岡市・富岡市・榛東村・吉岡町・甘楽町・玉村町の７市町村で

開始されます。 

 平成２７年３月３１日以前にサービスを開始されている事業所様については、みな

し事業所としてＡ１【訪問型サービス】・Ａ５【通所型サービス】による請求ができま

すが、平成２７年４月１日以降に新たにサービスを開始された事業所様については、

みなし事業所としての請求は出来ません。 

 このため、市町村独自サービスである、Ａ２【訪問型サービス】・Ａ６【通所型サー

ビス】で請求する必要があります。 

 また、地域包括支援センター様において、総合事業のケアプランを作成した場合、

ＡＦ【介護予防ケアマネジメント費】を請求することとなりますが、要支援１・２の

方については引き続き本会に請求していただき、事業対象者の方については、直接該

当市町村に請求していただくこととなります。 

 詳しくは、各市町村の総合事業担当にお問い合わせください。 

 

群馬県内保険者別総合事業実施一覧 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 AA AB AC AD AE AF 事業開始年月

102020 高崎市 ○ ○   ○ ○         ○ 平成27年4月

102053 太田市 ○ ○   ○ ○         ○ 平成28年1月

102095 藤岡市 ○ ○   ○ ○         ○ 平成28年1月

102103 富岡市 ○ ○   ○ ○         ○ 平成28年1月

103440 榛東村 ○ ○   ○ ○         ○ 平成28年1月

103457 吉岡町 ○ ○   ○ ○         ○ 平成28年1月

103846 甘楽町 ○ ○   ○ ○         ○ 平成28年1月

104646 玉村町 ○ ○   ○ ○         ○ 平成28年1月

保険者名

 

 

平成２８年２月号 

介護予防・日常生活支援総合事業の開始について 



総合事業サービス種類一覧 

サービス

コード
サービス種類名 サービス内容

A1 訪問型サービス
（みなし）

総合事業のみなし指定を受けた事業者が請求するサービス種類。

A2 訪問型サービス
（独自）

市町村が独自に単位数・地域単価を規定するサービス種類。
単位数・地域単価以外の内容は国が規定する内容とする。

A3 訪問型サービス
（独自／定率）

市町村が独自に内容を規定するサービス種類。
利用者負担は定率。

A4 訪問型サービス
（独自／定額）

市町村が独自に内容を規定するサービス種類。
利用者負担は定額。

A5 通所型サービス
（みなし）

総合事業のみなし指定を受けた事業者が請求するサービス種類。

A6 通所型サービス
（独自）

市町村が独自に単位数・地域単価を規定するサービス種類。
単位数・地域単価以外の内容は国が規定する内容とする。

A7 通所型サービス
（独自／定率）

市町村が独自に内容を規定するサービス種類。
利用者負担は定率。

A8 通所型サービス
（独自／定額）

市町村が独自に内容を規定するサービス種類。
利用者負担は定額。

A9
その他の生活
支援サービス

（配食／定率）

配食サービス。市町村が独自に規定するサービス種類。
利用者負担は定率。

AA
その他の生活
支援サービス

（配食／定額）

配食サービス。市町村が独自に規定するサービス種類。
利用者負担は定額。

AB
その他の生活
支援サービス

（見守り／定率）

見守りサービス。市町村が独自に規定するサービス種類。
利用者負担は定率。

AC
その他の生活
支援サービス

（見守り／定額）

見守りサービス。市町村が独自に規定するサービス種類。
利用者負担は定額。

AD
その他の生活
支援サービス

（その他／定率）

その他サービス。市町村が独自に規定するサービス種類。
利用者負担は定率。

AE
その他の生活
支援サービス

（その他／定額）

その他サービス。市町村が独自に規定するサービス種類。
利用者負担は定額。

AF 介護予防ケア
マネジメント

市町村が独自に単位数・地域単価を規定するサービス種類。
単位数・地域単価以外の内容は国が規定する内容とする。  

 

 

 
 

 

介護給付費等又は総合事業費の請求については、インターネット 

及びＩＳＤＮ回線による伝送での請求が原則となっていますが、請 

求省令（厚生労働省令第５７号）第２条に基づき、磁気テープ、フ 

レキシブルディスク若しくは光ディスクでの請求も認められていま 

す。 

フロッピーディスク（以下、「ＦＤ」という。）については、フレ 

キシブルディスクに含まれますが、ＦＤ自体の市販が限定的であり 

 

 

フロッピーディスク（ＦＤ）での請求中止のお願い 



事業所での入手が困難であること、及び請求データを取り込む際に必要なＦＤ用ドラ

イブの調達が困難であるため、本県でのＦＤによる請求は、原則的に平成２８年３月

をもって中止させていただきます。 

ＦＤにてご請求いただいている事業所様についてはお手数をお掛けいたしますが、

ＣＤ－Ｒ等による請求に切り替えていただきますよう、御理解・御協力をお願いいた

します。                     

 

 

 

 

本会への介護給付費等又は総合事業費の請求方法は、請求省令（厚生労働省令第５

７号）第２条で電子請求と規定されていますが、同省令附則第２条の経過措置により、

特例として紙による請求も認められています。 

そのため、本会で受け付ける介護給付費等の請求のうち、毎月約４，０００件が紙

による請求となっています。 

しかし、紙による請求は電子請求と比較して記入漏れ、計算ミス等による返戻が多

く発生しております。 

つきましては、現在、紙で請求されている事業所におかれましては、入力漏れや計

算ミス等を防ぎ、事務負担を軽減させるメリットがある電子請求への移行に、御理解

と御協力をお願いいたします。 

また、平成３０年度には、当該事業所に勤務する介護職員のいずれも６５歳以上で

あること等のある一定の条件を満たしている事業所以外は原則電子請求が義務化され

ます。 

 なお、電子請求の情報は、厚生労働省で示すインタフェースに基づく情報（ＣＳＶ

情報）で提出する必要がありますので、当該情報を作成するためのソフトをご用意い

ただき請求していただきますようお願いいたします。 

 

 

                                
 

※  群 馬 県 以 外 に 所 在 の 事 業 所 様 に つ い て は 、 所 在 都 道 府 県 の 国 保 連 合 会 に 問 い 合 わ せ を お 願 い い た し ま す 。  

介護給付費等の電子請求化（伝送又は磁気媒体）のお願い  

 
群馬県国民健康保険団体連合会（介護保険課介護保険係） 

〒371-0846 群馬県前橋市元総社町 335 番地の 8 市町村会館２階 

TEL 027-290-1319（直通）  FAX 027-255-5077 

ホームページ http:// gunmakokuho.or.jp 
 

問い合わせ先 


